
 

                           

                                  ６－１議案第４５号概要 

【参考資料】 

議案第４５号 教育委員会教育長任命に関する同意を求めることについて  

    

学校教育部教育総務課  

１ 氏名等  

  二見 隆久（ふたみ たかひさ）氏  

２ 任期  

  ３年（令和６年４月３日～令和９年４月２日まで）  

３ 現在の教育委員会の構成  

 教育長  任期：令和３年４月３日～令和６年４月２日(任期満了) 

 委 員（敬称略） 

  平木 倫子  任期：令和２年１０月１日～令和６年９月３０日 

  髙橋 松久  任期：令和２年１０月１日～令和６年９月３０日 

  森島 史枝  任期：令和５年１０月１日～令和９年９月３０日 

  上野 正道  任期：令和５年１０月１日～令和９年９月３０日 

４ 教育長及び委員の資格  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（任命） 

第４条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行

政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命す

る。 

２ 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及

び文化（以下単に「教育」という。）に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体

の長が、議会の同意を得て、任命する。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。 

(１) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(２) 禁錮以上の刑に処せられた者 

４ 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に１を加えた数の２分の１以上

の者が同一の政党に所属することとなってはならない。 

５  地方公共団体の長は、第２項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、

職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者（親権を行

う者及び未成年後見人をいう。第４７条の５第２項第２号及び第５項において同じ。）で

ある者が含まれるようにしなければならない。 

  （任期） 

第５条 教育長の任期は３年とし、委員の任期は４年とする。ただし、補欠の教育長又は委

員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２ 教育長及び委員は、再任されることができる。 

（兼職禁止） 

第６条 教育長及び委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機

関として置かれる委員会の委員（教育委員会にあっては、教育長及び委員）若しくは委員

又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。 

 



 

                           

                                  ６－１議案第４５号概要 

担当：教育総務課 
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